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犬山市下水道事業 経営戦略改定（案）（令和７年度～１６年度） <概要版>

１．経営戦略について

２．下水道計画区域の見直し

（１）当初の下水道計画区域
 愛知県内の多くの自治体は昭和50年頃に公共下水道事業に着手しています。
公共下水道の大きな役割としては、トイレの水洗化と公共用水域の水質保全です。
当時、国全体で公共用水域の水質保全を図るために、市街化区域だけでなく、市街化調整
区域も含めて広く公共下水道区域として計画されました。

（２）公共下水道計画区域を見直した理由
①国及び県の方針により下水道整備の完了を目指すことが求められています。
②公共下水道の整備には今後30年程度の期間と85億円の費用が必要と試算されます。
③既存下水道管の老朽化が進行しており、改築・更新を優先的に進める必要があります。
④人口減少や節水機器の普及などにより使用料収入が減少する見込みです。
⑤一般会計からの繰入金の確保が困難となっていく見込みです。

（３）計画区域の見直し
 上記の理由から、下水道の計画区域を令和５年度に見直しました。
 見直しにおいては、公共下水道計画区域から市街化調整区域のうち具体的な整備計画が
ない区域を合併浄化槽による処理区域に変更しました。

３．現在の経営状況

 経営戦略は将来にわたって安定的に下水道
事業を継続していくための実情に対応した
中長期的な視野に立った経営の指針として、
令和２年度に策定しました。経営戦略は、社
会情勢や経営環境の変化に合わせて３年か
ら５年の間に見直す必要があるため、今回改
定をすることとしました。

 令和２年度までに公営企業会計を適用した団
体は、少なくとも5年に1回の頻度で、下水
道使用料の改定の必要性に関する検証を行
い、経費回収率の向上に向けたロードマップ
の策定および国土交通省へ提出、検証結果の
公表が必要であり、これが令和7年度以降の
社会資本整備総合交付金の交付要件となっ
ています。今後の下水道整備のためには交付
金の確保も重要であるため、犬山市において
は令和6年度中に経営戦略の見直し及びロー
ドマップの策定が必要となっています。

出典：公営企業の「経営戦略」の策定について（総務省）

犬山市の行政区域内人口減少の推移

 経営戦略の質を高める取組として、将来の物価上昇、人口減少を見込みます。
 改定する経営戦略の計画期間は令和７年度～令和１６年度の１０年間とします。

 犬山市の経費回収率は、67.8％（令和4年度決算）です。全国平均（97.6％）に比べ、
経費回収率は低くなっています。

 現在の経営状況を経営分析比較表より確認すると、例えば経費回収率は令和元年度か
ら４年度にかけては横ばい傾向ですが、今後は人口減少や物価上昇などから経費回収
率の悪化が懸念されます。

 経費回収率とは、下水処理
に要した費用（使用料で回
収すべき費用）をどの程度
使用料収入で賄えている
かを表した指標であり、回
収すべき経費をすべて使
用料で賄えている状態を
示す100％以上とするこ
とが望ましいです。

 新規整備を行わないことから事業費が削減されます。
 削減できた事業費を改築・更新費用に充て、下水道管の長寿命化を図ります。

区域見直し前後の下水道計画区域図

経費回収率の見通し

公共下水道計画区域⇒合併浄化槽区域
に変更する面積：340.7ha
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（１）経営健全化にむけた取組

②不明水対策
 改築工事の実施を促進することで不明水の削減を図り、不明水を削減することで維持管
理費の支出抑制を図ります。改築工事は実施していますが、令和10年度以降はさらに実
施を促進し、令和16年度末までに不明水率を36％から20％とすることを目標とします。
この取組効果として、令和16年度の維持管理費が約5,000万円削減される見込みです。

③広域化・共同化
 管路施設の点検・調査を他市町と共同で発注し委託費の削減をすることで、支出抑制を
図ります。なお、点検・調査の共同化は5市2町（一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、
大口町、扶桑町）で令和6年度から実施しています。

 この取組の効果として、令和16年度の維持管理費が約2百万円削減される見込みです。
（経費回収率は0.13％増加）。

 農業集落排水施設について、公共下水道への接続を検討します。

④民間活用の検討
 改築民間活用の推進を検討し、さらなる効率的な事業運営による経費の支出抑制を図り
ます。今後、民間事業者のノウハウを生かし、効率的な業務を行っていくため、ウォーター
PPP等の民間活用の導入に向けて検討を行います。

（１）下水道使用料の考え方

犬山市下水道事業 経営戦略改定（案）（令和７年度～１６年度） <概要版>

４．経営健全化のための取組

５．使用料の改定

 現在の経営状況を踏まえて、
経営の効率化及び健全化に
向けての取組を検討します。

 下水道事業者として実施でき
る取組1）～4）を行い経費回
収率の向上を目指します。

（２）取組の現状と目標

 公営企業においては、企業の「経済性」と「公共の福祉」の視点が必要です。
 公営企業の会計においては、その経費は当該企業の経営に伴う収入を充てる必要があり
ます。つまり、他会計から切り離した「独立採算」が基本原則となります。

 下水道の管理運営に係る費用は、「雨水は公費負担」「汚水は私費負担」が原則です。

 下水道が持つ公共の福祉（公共用水域の水質保全等）の視点より、汚水に係る経費のう
ち一定割合のものが公費負担となります。

 下水道の維持管理等に係る私費負担部分については、必ずしもその全部が使用料で賄
われている訳ではありません。私費対象とされているものは、適正に使用料で徴収して
いく必要があります。

①接続率
 現状の接続率86.9％（令和5年度末）
からPR活動の実施（例：住民との直接
面談、チラシ配布、改造資金の融資あっ
せん制度の紹介）等の取組によって、将
来的（令和16年度）に接続率を96％ま
での向上を目指します。

 基準外繰入金については、可能な限り抑制を図っていく必要があります。

現状の接続率86.9％で固定した場合と比較すると令和16年度の下水道使用料は税抜
で約3,500万円増収する（経費回収率は0.15％増加）見込みです。

経営健全化に向けた取組実施後の経費回収率

負担区分とその財源の現状

公費と私費の負担区分

汚水処理費 雨水処理費

汚水処理費の一部が
公費負担

下水道事業者として実施できる取組を実施しても現状の使用料収入では経費回収率
１００％に到達できない試算結果となりました。

経費回収率を向上させるには下水道使用料収入を増やす必要がありますが、上記の取組
の効果には限界があるため、使用料改定に向けた検討が不可欠となります。

取組の現状と目標値

経営健全化に向けた取組
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（２）投資・財政計画
①投資について
 公共下水道整備は、市街化区域及び前原台団地について計画的に進め、五条川左岸処理
区の前原台団地管きょ整備については、令和９年度に完了することを目標としています。

 管きょの維持管理については、ストックマネジメント計画に基づき更生工事による長寿命
化及び老朽化による更新の両面にて進めることで、増加傾向にある不明水の削減を図り、
効率的な事業運営に努めます。

 下水道計画区域の見直しによって削減できた費用を改築工事に充てることで令和10年
度以降に不明水対策を従来以上に促進し、不明水率を令和５年度末の36％から令和16
年度末で20％まで向上する目標とします。

②財源について
 下水道接続のPRを継続して実施し、接続率を令和５年度末の87％から令和16年度末で
96％まで向上する目標とします。

 下水道使用料については、令和７年度に条例改正、令和８年度及び令和11年度での改定
を予定し、経費回収率100％の達成を目指します。

③まとめ
 経営戦略計画期間内の令和７年度～令和16年度における投資試算（建設改良費、維持管
理費、職員給与費、企業債償還など）及び財源試算（使用料収入、他会計繰入金など）によ
り、計画期間内の投資・財源試算を行いました。

 不明水対策、接続率の向上、使用料改定等の取組によって、経費回収率の向上に努めま
す。

（３）経費回収率の向上にむけたロードマップ
 令和7年度に下水道条例を改正し、約半年間の周知期間を経て、令和8年4月から25％、
令和11年４月からさらに25％（累計50％）の改定を行い、経費回収率100％達成を目
指します。

 毎年度の決算後に実績との比較を行い、実績と大きく乖離する場合はその原因を分析し
ます。また、５年ごとの注記スパンで経営分析等の再検討を行い、必要があれば計画を見
直します。

（２）使用料収入について

犬山市下水道事業 経営戦略改定（案）（令和７年度～１６年度） <概要版>

５．使用料の改定（続き）

（１）将来の事業環境

6．経営戦略

経費回収率の向上に向けたロードマップ（案）

使用料対象経費

使用料収入と経費回収率の見通し

有収水量の推移

前原台団地
接続

 年間有収水量は下水道事業では令和10年度以降は減少傾向で推移し、農業集落排水事
業はほぼ横ばいで推移すると予想されます。

 有収水量は下水道事業では令和10年度以降は減少傾向で推移し、農業集落排水事業は
ほぼ横ばいで推移しているため、使用料収入も同様の傾向となりますが、令和８年度以
降は使用料改定によって使用料が増加する見込みです。

犬山市の使用料対象経費（使用料
収入で回収すべき費用）は、令和
４年度決算ベースで約7億５千万
円です。これに対して、現在の使
用料収入は約５億円です。よって、
経費回収率100％を達成するた
めには、現在の使用料収入の
50％増加が必要です。
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（１）犬山市の下水道使用実績

（２）下水道使用料改定の考え方
①基本使用料と従量使用料の２部使用料制及び累進使用料制は継続します。
②基本水量は廃止します。
③一律改定ではなく、犬山市で使用者が多い（20㎥/月）未満の少量使用区分の改定率を軽
減しました。
④農業集落排水の使用料金は下水道使用料金に準拠します。

（３）下水道使用料改定スケジュール（案）

 令和7年度に使用料条例の改正を行い、約半年間の周知期間を経て令和8年4月から改
定を行います。

犬山市下水道事業 経営戦略改定（案）（令和７年度～１６年度） <概要版>

7．下水道使用料改定

（４）下水道使用料改定表（案）

（５）近隣市町の使用料改定状況と金額比較（20㎥/月使用した場合）

（６）公衆浴場

 公衆浴場の使用料については、基本水量を廃止し、従量使用料は一般用の使用料体系の
改定に準拠します。

 犬山市の下水道使用状況を分析すると次の傾向があります。
① 調定件数は11㎥～20㎥/月の使用区分が最も多く、0～20㎥/月で全体の約
60％を占めています。

② 使用料収入は31～100㎥/月の使用区分が最も多く、0～100㎥/月で全体の約
70％を占めています。

（税抜）

（税抜）

（税抜）
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